
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
四
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
四
号

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
平
成
六
年
四
月
奈
良
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
十
条
の
二
中
「
第
三
十
六
号
様
式
の
二
」
を
「
第
三
十
六
号
様
式
の
三
」
に
改
め
、
同
条
を
第

三
十
条
の
三
と
す
る
。

第
三
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
会
計
監
査
人
の
就
任
又
は
退
任
の
届
出
）

第
三
十
条
の
二

法
第
九
十
七
条
第
十
二
号
の
規
定
に
よ
る
施
行
規
則
第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
第
二

十
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
届
出
は
、
会
計
監
査
人
就
任
（
退
任
）
届
出
書
（
第
三
十
六
号
様
式

の
二
）
に
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
謄
本
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
第
三
十
六
号
様
式
の
三
」
を
「
第
三
十
六
号
様
式
の
四
」
に
改
め
る
。

「明
治

第
七
号
様
式
中

大
正

年
月
日
生

を
「

年
月
日
生

」
に
改
め
る
。

昭
和

」

第
三
十
六
号
様
式
の
三
を
第
三
十
六
号
様
式
の
四
と
す
る
。

第
三
十
六
号
様
式
の
二
中
「第

３
０
条
の
２
関
係

」
を
「第
３
０
条
の
３
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式

を
第
三
十
六
号
様
式
の
三
と
す
る
。

第
三
十
六
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



第３６号様式の２（第３０条の２関係）

会計監査人就任（退任）届出書

年 月 日

奈良県知事 殿

所在地

名 称

代表者 氏 名

会計監査人の就任（退任）について、農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第９７条第１２

号の規定による農業協同組合法施行規則（平成１７年農林水産省令第２７号）第２３１条第１項第２１

号の規定により、関係書類を添えて次のとおり届け出ます。

氏名又は名称 住所又は所在地 就任（退任）年月日

年 月 日

注 不用の文字は、消してください。



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


